
進化計算学会定款 
2010 年 4 月 1 日 制定 

 
第1章 総 則 

（名 称） 
第 1 条 本学会は、進化計算学会と称する。 

（事務所） 
第 2 条 本学会は、事務所をhttp://www.jpnsec.org/上に置く。 

 
第2章 目的および事業 

（目 的） 
第 3 条 本学会は、進化計算に関する研究の推進および知識の普及を図り、学術の発

展に寄与することを目的とする。 

（事 業） 
  第 4 条 本学会は、前述の目的を達成するために、次の事業を行う。 
（１） 進化計算学会論文誌の発行 
（２） 進化計算シンポジウムの開催 
（３） 研究の奨励および研究業績の表彰 
（４） 関連学術団体との連携協力 
（５） その他、目的を達成するために必要と認められる事業 
 

第3章 会 員 
（会 員） 
  第 5 条 本学会の会員は、次のとおりとする。 
（１） 一般会員 社会人であって、本学会の目的および事業に賛同して入会した個人 
（２） 学生会員 学生であって、本学会の目的および事業に賛同して入会した個人 

（入 会） 
  第 6 条 入会を希望する者は、別途定める入会手続きにしたがって入会を申し出て、

理事会の承認を得るものとする。 

（入会金および会費） 
  第 7 条 本学会は、入会金および会費は徴収しない。 

（退 会） 
  第 8 条 退会を希望する者は、別途定める退会手続きにしたがって退会を申し出て、

理事会の承認を得るものとする。 
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（除 名） 
  第 9 条 会員は次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、除名するこ

とができる。 
（１） 本学会の目的に違反する行為があったとき 
（２） 本学会の信用を傷つける行為があったとき 
（３） その他、本学会の会員として不適切な行為があったとき 

 
第4章 役員および評議員 

（役 員） 
  第 10 条 本学会には、次の役員を置く。 
（１） 会長 1 名 
（２） 理事 10 名以内（会長は内数とする） 
（３） 監事 2 名以内 

（役員の選任） 
  第 11 条 会長、理事および監事は、総会において一般会員の中から選任する。 
 ２ 理事と監事は、兼ねることができない。 

（会長の職務） 
  第 12 条 会長は、本学会の事業および業務を総括し、学会を代表する。 
 ２ 会長が職務を遂行できない状況が続くとき、または会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指名した順序により理事が職務を代行する。 

（理事の職務） 
  第 13 条 理事は、本学会の事業および業務を執行する。 

（監事の職務） 
  第 14 条 監事は、学会の財産および業務執行の状況を監査し、これを理事会および総

会に報告する。 

（役員の任期） 
第 15 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、毎年、その約半数を改選する。 

２ 会長を除く役員は、連続 2 期を超えない範囲での再任を妨げない。 
３ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の解任） 
  第 16 条 役員が、次の各号の一つに該当するときは、総会の 3 分の 2 の議決により、

解任することができる。 
（１） 心身等の事情のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき 
（２） 職務において重大な過失または本学会の役員として不適切な行為があったとき 
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（評議員） 
  第 17 条 本学会には、10 名以上 100 名以内の評議員を置くことができる。 

（評議員の選任） 
第 18 条 評議員は、理事会において一般会員の中から選任する。 

 ２ 評議員と役員は、兼ねることができない。 

（評議員の任期） 
  第 19 条 評議員の任期は、2 年とする。 
 ２ 連続 2 期以上の再任を妨げない。 

（評議員の解任） 
  第 20 条 評議員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の 3 分の 2 の議決によ

り、解任することができる。 
（１） 心身等の事情のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき 
（２） 本学会の評議員として不適切な行為があったとき 

 
第5章 会 議 

 
（理事会） 
  第 21 条 理事会は、理事をもって組織する。 
 ２ 理事会の議長は、会長とする。 
３ 理事会は、定期的に、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または 3

分の 1 以上の理事から事業および業務の執行に関する重要事項について理事会の招集を要

請されたときは、会長は臨時理事会を召集しなければならない。 
 ４ 理事会は、理事現在員の 3 分の 2 を定足数として、定足数以上が出席しなければ、

議決することができない。ただし、理事会に先立ち、委任状を提出した者は出席者とみな

す。 
 ５ 理事会の審議事項は、出席理事の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

（評議員会） 
  第 22 条 評議員会は、評議員をもって組織する。 
２ 評議員会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。ただし、3 分の 1 以上の評

議員から事業および業務の在り方に関する重要事項について評議員会の招集を要請された

ときは、会長は評議員会を召集しなければならない。 
 ３ 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の互選で定める。 
 ４ 評議員会は、評議員現在員の 3 分の 2 を定足数として、定足数以上が出席しなけれ

ば、議決することができない。ただし、評議員会に先立ち、委任状を提出した者は出席者
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とみなす。 
 ５ 評議員会の審議事項は、出席評議員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

（総 会） 
  第 23 条 総会は、会員をもって組織する。 
２ 通常総会は、毎年 1 回、会長が召集する。 

 ３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。 
 ４ 総会の議長は、会議のつど、出席者の互選で定める。 
 ５ 総会は、会員の 2 分の 1 を定足数として、定足数以上が出席しなければ、議決する

ことができない。ただし、総会に先立ち、委任状を提出した者は出席者とみなす。 
 ６ 総会の審議事項は、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（議事録） 
  第 24 条 すべての会議には、議事録を作成し、これを保存する。 
 

第6章 資産および会計 
 
（資産） 
  第 25 条 本学会の資産は、次のとおりとする。 
（１） 設立当初の財産目録に記載された財産 
（２） 事業に伴う収入 
（３） 寄付金品 
（４） その他の収入 

（資産の管理） 
  第 26 条 学会の資産は、会長が管理し、預金等の確実な方法により、会長が保管する。 

（経費の支弁） 
  第 27 条 学会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。 

（収支予算） 
  第 28 条 学会の事業の計画および遂行に伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議

決を経て定める。 

（収支決算） 
  第 29 条 学会の収支決算および実施した事業は、会長が作成し、監事の意見を付け、

理事会の承認を得なければならない。 
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（会計年度） 
  第 30 条 学会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
 

第7章 定款の変更 
 

（定款の変更） 
  第 31 条 この定款は、理事会における理事現在数の 3 分の 2 以上の議決および総会に

おける出席者数の 3 分の 2 以上の議決がなければ変更することはできない。 
 

第8章 補 足 
 
（書類および帳簿の備付など） 
  第 32 条 本学会の事務所等に、次の書類および帳簿を備えなければならない。 

（１） 定款 
（２） 会員の名簿 
（３） 役員および評議員の名簿および履歴書 
（４） 資産台帳および負債台帳 
（５） 収入支出に関する帳簿および証拠書類 
（６） 理事会、評議員会および総会の議事に関する書類 
（７） その他必要な書類および帳簿 
 

付 則 
 

 １ この定款は、学会設立日から施行する。 
 ２ 本学会の設立当初の理事および監事は、第 11 条の規定にかかわらず、次のとおりと

する。本学会の設立当初の理事および監事の任期は、第 15 条の規定にかかわらず、次のと

おりとする。 
    理 事 （会長）  小林重信（任期１年） 
    理 事       石渕久生（任期１年） 
    理 事       伊庭斉志（任期１年） 
    理 事       小野 功（任期２年） 
    理 事       大林 茂（任期２年） 
    理 事       高木英行（任期１年） 
    理 事       廣安知之（任期２年） 
    理 事       村田忠彦（任期２年） 
    理 事       吉川大弘（任期１年） 
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    理 事       渡邊真也（任期２年） 
    監 事       佐藤 浩（任期１年） 
    監 事       棟朝雅晴（任期２年） 
 ３ 従来、進化計算研究会に属した権利義務の一切は、本学会が継承する。 
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